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叢'一

～、

'、F詰

占

領
に

＼

、
一
、
序

論

.
江
、
ドロ
領

の

一
般
概
念
及
び
そ
の
…愛
遷

,三
,
戦
時
占
領

四
、
保
障
占
領

..

五
、
日
本
現
在

の
占
領

六
、
結

.
び

・

関

す

る

一
.「、考

察

'

∴

、
r

論

、」

、
序

論

＼
,

ρ

.

富

津

日
本

は
現
在
連
合
国
軍

の
占
領
蚕下
に
あ
り
、
そ

の
支
配

の
下
忙

、

立
つ
非
猫
立
國

で
あ
る
。
休
戦
後
燐
和
迄
か
か
る
長
期
間
を
要
し

法
、

そ

の
間
ノ一
國
が
全
部
的

に
占
領
さ
れ
た
事
は
未

だ
世
界
歴
史

に
例

一

を
見
突

そ
の
法
的
性
質
に
C

て
は
多
く
の
問
題
を
包
含
し
て
.
、

い
る
。
そ

れ
に
も
拘

ら
ず
そ

の
理
論
的
研
究

が
未
だ
十

分

に
爲
ざ

れ
て
居
な

い
の
は
、
そ
れ
が

あ
ま
b
・に
も
身

逝
癒
問
題

、で
あ
る
こ
「、

,
乏

と
、
そ

の
研
究
が
困
難
で
あ
る
に
も
拘
ら
す
、
そ
の
成

果
が
地

味
な
奮

の
忙
‥止
る
爲
で
あ
ら
う
か
。
然

し
、
最
も
身
近
な
問
題
を

反
省
考
察

し
て
見

る
と
と
が
、
現
在
及
購
求

に
封
ず
る
指
針
と
し

叉
將
來
研
究

の
糸
口
と
し

て
も
必
要

で
あ
る
。
凡
そ
國
際
法
秩
,序

ノ

に
於

て
は
國
内
法
秩
序
と
異
り
個

々
の
現
象

が
。成
文
法

と
し
て
規

・

/

,
宮

,

`
崎

、
繁

、

樹

誉

れ
て
居
る
譲
は
少
な
い
。
ノ故
に
我

々
は
過
去
に
類
似
の
先
例

を
求

め
、
.,現
在

の
實
際

を
見

、
-
そ
れ
を
合
理
的
に
再
構
成

し
て
翼

の
あ
る

べ
き
結

論

を
真
庭

惰

出
さ
な
け

れ
ば
な

ら
な
.い
。
.

『

占
領
の

一
般
概
念
及
び
そ
の
塑
遷

6

ヘ

グ

ラ

ノ

ノ

・
占
領

(
0
8

口
冨

江
o
攣

6

0
薯

冨

江
P

O
W
六
白
O
讐
ぴ
目

切
⑳
ω
ω
言
口
漏

)

と
言

ふ
言
葉

は
屡

々
用

ひ
ら
れ
る
が
、
用
語

と
し

て
は
明
確

で
な
く
、
軍
事

占
領

日
昌
常
o
『
ぺ

O
o
6
ロ
O
図
工
O
昌
の
外
∵

征
服
、
⑭
q
9
ρ
ぬ
∩
江
O
口
、

侵

入

』
O
<
蝕
ω
合
目
、
無
主

地
域

の
占
有

」
そ

の
他

の
概
念
と
混
用

さ
れ

る
が
、
正
確
ビ

は
軍
事

占
領

の
み
を

占
領
と
呼

ぶ
。
註
1

憎

、
、

、̀

占
領
、〈
軍

事
占
領

〉

は
戦
争

を
前
提

と
し
パ
從

っ
て
そ
の
概
念

も
殿

宇
概
念

の
麺
巡
と
共
に
饗
化
し

て
来
た
。
而
し

て
戦
争
概
念

の
顕
遷
ぱ
国
際
法
自
賠

の
麺
遷

に
照
癒

す
る
。
從

っ
て
之
を
嚴
密

な
意
味

で
国
際
法
が
未

だ
存
在
せ
ず
、
國
家
が
最
高
絶
対

の
も

の

と
観
念

さ
れ
、
他
国
家
と

の
共
通
意
識
を
殆
ん
ど
有
し
な
か

つ
た

時
期

(
第

一
期
)

と
、
次
第
に
共
通
意
識

を
生
じ
他
国
家

の
存
・在

.
も
認

め
で
、
闇
国
家
的
な
国
際
法
を
認
め
、
更
に
不
完
全
乍
ら
超

国
家
的
な
国
際
法
を
も
認
め
ん
と
す
る
時
期

.(
第

二
期
)
及
び
超

・



国
家
的
な
国
際
法
を
強
調
し
パ
世
界
的
連
邦

に
よ
る
、世
.界
法

の
存
・

在

を
も
・認
め
ん
と
す
る
時
期

(
第
三
期
〉

π
分

っ
て
説
明
す

る
。

(
一
)

第

一
期
の
時

代
思
想

に
於

い
て
は
未

だ
明
確

な
国
際
法

,

的

意
識

を
生

ぜ
ポ

パ
國
内
的

に
は
専
制
旬
封
建

国
家

で
砲
力
、
彊
…
、

タ

宰

は
朗
笑

配
者

在
る
君
主

の
意

思

に
よ
つ
て
行

は
れ
、
国

民
は
そ
,

、

の
国
家

意
思

に
塗
輿

し
得
ず

パ
土
地
・と
'共
に
君
主
め
所
有
物
覗

さ

れ
た
。
と
の
時
期
に
於
け
る
戦
争
の
目
的
は
、相
続
争
、支
配
慾
恒

一
麟
纏
縫
竃

殿
籠
㍊
饗
詫
い精
製
⊇

察

之

に
封
ず
る
制

裁
と
-観
念
標
榜

さ
れ
穀
象
、
財
産

の
没

収
.は
當
然

、

魂

の
警

見
ら
れ
萄

整

ご
の
時
告

於
け
る
占
領
猛

毒

ρ

拍

占
有
、,征
服
と
明
白
量

饗

撃

、
戦
斗
の
翼

壁

が
豆

,、
之

を
占
有
す
る

ヒ
と

關

、
か
ら
退
却

し
た
時

は
無
主

の
土
地
と
考

へ

融

は
団

ち
聖

な
る
所
有
㌢

器

ζ

》

と
霞

さ
れ
註
・

占

占
領
國
君
主
の
支
配
が
當
然

に
及
'び
、
占
領
地
住
民
は
そ
の
統
治

7

讐

服
従
す
言

も
竃

爲
さ
れ
て
居
た
。
而
と

纂

の
務

.も

か
か
る
思
想

に
支
配

さ
れ
(1
)
占
領
地
住

民
は
真
新
君
主

に
…封

.

「
・し
て
忠
誠

又
ぱ

服
従

を
宣
蛭
具
す
る

の
を
常
…と
し
、
干
穏

に
生
活

す

る
に
止
ら
す

全
力
を
捧

げ
て
新
占
領
國

の
爲

に
識
す
事

を
要
求

さ
,

れ
(
2
}
占
領
地
司
令
官

が
任
意
的
、
強
制
的

に
兵
員

を
徴
募

す
る
,

曇

多
バ
行
は
れ
竃

叉
馨

終
結
前
そ
の
嶺

蟹

警

爾
に

譲
渡

す

る
事

例

も

あ

つ
た
9
註

3
、ヒ

の
思

想

は

十
八
世

紀

迄

績

畑

,

m

、
た
。
)
㏄.

,!

、

、註
1

ρ

ソ
ツ
「
戦
争
法
及
び
中
立
法
」
」、
一
九
三
五
年
版

五
九
頁

,
∵

ヘ
ブ

タ

ー
「
現

代

ヨ

ー

ロ

ッ

パ
間

際

法

ヒ

八

四

四

年

版

2

・

・
ー

マ
法

の
無

主

物

.
‖

口
…

声
言

.先

占

主

義

に

基

く

3

一
八

一
〇
英
國
は
佛
國
と
交
戦
中
、
占
領
し
た
西
印
度
の
佛
.領

グ
ア
デ
ル
ー
ペ
島
を
戦
争
終
了
前
ス
エ
ー
デ
ン
、に
譲
渡

し
た
o

(尤
も
後
に
英
國
よ
力
賠
償
を
得
て
佛
國
に
返
し
た
)

(
二
)

第

二
期
,の
時

代
思
想

に
於

い
て
は

、
國
家
は
民
族
国
家

と
し
て
確
立
し
、
他
厨
家
の
法
的
存
在
も
⊂認
め
、
戦
争
は
紛
争
解

決
の
止
皇

得
ぬ
手
段
と
七
て
親
曾

れ
る
に
到
足

囲
内
的
忙
　

-鳳
国
家

は
個
人

の
爲

に
そ
の
生
活
を
保
護

す
る
も

の
ど
さ

れ
、」・戦

.
争

に
於

い
て
も

個
人
自
饅

の
敵
性

を
否
定

さ
れ
、
又
貸
力
を

以

て

・
国
際
間

の
現
状
を
憂
更

す
る
こ
と
は
違
法

で
あ
る
と
云
完
意
識
が

高
sま
る
に
到

っ
た
。

こ
の
戦
争
概
念
自
賠

の
褒
化

に
俘

っ
て
、
、君

命
の
占
領

に
…閲
す
る
考
が
誤

り
で
あ
勧
ζ
と
が
認
め
ら
れ

(特
に
・ワ
、

イ
↓

會
聲

後
)
占
領
は
他
の
概
念
と
匠
別
さ
れ
戦
争
申

扇

ピ

他
国

の
軍

隊
が
侵
入

し
そ

の
地
d
施
政
権
力

が

一
時
停

止
し
て
、

.、
他
国

に
移

る
場
合

に
限
定

さ
れ
永
久
確
定

的

陀
領

土
を
獲
得
す
る

の
は
別
個

の
概
念

と

惚
れ
る
に
到

っ
た
。
註
1

、
,

.

'
,

而
し

て
最
初

は
占
領
は
戦
時
占
領
を
意
味

し
、
而
も

一
部
占
領

、
弓
が
原
則
で
あ

つ
た
が
、
征
服
思
想

の
排

斥

と
共

に
全
部
占
領

の
事

こ

」實
も
生

じ
、
第

一
次
大
戦
後
干
和
條
約

の
貴
行
監
減
等

の
爲

に
苧

`
時

に
於
い
宅

爪
占
領

(
保
障

占
領
)

の
制
度

が
採
用

ざ
れ
る
に
到

っ
た
。
そ

の
他
干
渉

、
復
仇

の
爲

に
す

る
占
領

-註
2

も
戦
時
占

領

と
分
化
"し
て
考

へ
ら
れ
る
,に
到

っ
た
。
、
現
在
に
、於

い
て
も
國
際
　

、
法
は
國
際
法
驚

璽

蓑

立
っ
て
居
り
。

蛍嶺

竃

祭
賀

の

・



、抽
、鰭
口憩
㌶

離
籠
麟
師
轄

㌶

口
舗離

・

之
等

に
つ
い
て
研
討
を
試
み
る
ご

、

パ

註
-

,
ザ
ア
ヅ
テ
ル
「
國
除
…法
、
白
H然
法
原
一埋
」
カ
ー
ネ
‥キ
ー
版
、
三
〇

八
頁

「
不
動
産
、
、土
地
パ
地
方
…

は
そ
れ
等

を
取
得
し
た
敵

の

、
、・

跡
荷
と
な
ゑ

但
し
そ
れ
は
薪

條
約
に
よ
る
が
、
或
は
完
全

・

,

な
征
服
に
ょ

つ
て
、
そ
れ
等

の
土
地

.
地
方

の
属
す

る
國
家
が
・

沿

滅
す
ゐ
場
合
に
限
る
己

}
.

・

松
堅

雄

現

行
曝

涼
三

舎

九
三
真

下
讃

葺

、

叢

3

猶
.み

外
憂

嘉

ま

曇

…
§

Φ
書・§

§

§

皇

ふ
言
葉
が
用
ひ
ら
れ
る
専
一か
あ
る
が
そ
れ
は
嚴
密
な
意
味
で
國

.

、論

・
繊
欝

籠

雛
議

詰

時
巴
又
は
凄
久
的
.

言

律

(
三
)

第
三
碧

時
代
思
程

ど

う
蒙

の
も
ρ
で
あ
る
・
,

よ

こ
の
思
想
ピ
於

い
て
は
国
家
を
超
え
た
國
際
法
團
譜

を
強
化

し
、
・

、法

國
家
間
の
戦
争
は
之
を

(
出
来
る
限
り
)
禁
じ
、
唯
違
法
な
行
爲

}・

を
駕

す
國
家
に
射

し
て
國
際
法
・團
賠
が
科

す
る
制
裁

⑳
場
合

に

の

み
兵
力

使
用

(
戦
争
)
.
を
認

め
よ
う
ど
す
る
も

の
で

あ
る
。
こ

の

.

思

想

に
於

い
て
は
違
法
な

行
爲
を
駕

し
ヌ

は
爲

す
震

の
あ
る
團
膿

(
國
家
)
を
占
領
じ

㌃
.そ

O
團
膿
を
構
成

す
る
個

人
を
善
導

し
て

・
國
際
的

に
危
険
性

の
な

い
国
家
ど

す
る
爲

に

一
定

期
間
後
見
的
管

∴

理
を
す
る
必
要
が
生
じ
と

の
目
的

の
爲

に
占
領

の
制
…度
が
取
ら
れ

る
事
で
あ
ち

、う
。
之

臨
従
来

の
出
額
が
泪
極
的
な
も

の
で

あ
る
に

劃
し

、
む

し
ろ
,積

極
的
な
意
味
を
含
ん
で
居
る
b

こ
の
思
想

は
前

述

の
様

に
將
來
め
も
の
で
あ
萢
が
第
二
次
大
戦
後
の
各
国
占
領
は

.

ζ
の
傾
向
を
帯
び
て
來
で
広

る
。

.
.

、
ぷ

㍉"

斗

ー

今

旦
、
戦
時
占
領

び
ω巨

ぬ
碍
Φ
暮

0
8
ロ
冨

江
o
封

、、

(
意
義
)

戦
時
占
領

と
は
戦

時
國
際
法
上
戦
争
状
態

に
あ
る

一
回

-

の

軍
隊
が
敵
國

の
領
土
内

(
租
借
地
」そ

の
他

の
準
領
土
を
含
む
)

・
に
侵

入
し

、て
そ

の
抵
抗
力

を
殺

ぎ
、
敵
國
極
力

の
行
使
を
排
除

し

て

一
定

の
地
域

を
自

己

の
権
力

内

に
置

い

て

一
時

」的
に
交
配
す
る

,

事

を
鞘口
ふ
。
,學
者

に
よ
り
細

い
説
明
は
一異
る
が
、

へ
ー
グ
陸
戦

の

一法
規
慣
例

に
閲

す
る

規
則
第

四
二
條

を
中
心

と
し

て
説

明

さ
れ

て
、

い
る
黙
で
攣

り
は
な

い
○
註
-
、
乏

、
3
、

、

"

,
,

(
要

件

)

'
る
。
,而

し

て
占

領

は
領

土
侵

入

と
施

政
権

力

の
樹

立

を

要
件

と

す

る
o

`

,

ど

1

鈴
木
萬
美

「
國
際
法
」

二

・

∴

・

ノ
ヘへ

も

一

松
原

一
雄

「
現
行
国
際
法
」

下
巻

パ
三
六
三
頁

、

',

.信

夫
淳
亭

「
戦
時
間
際
法
提
要
」

上
巻

,
六
九

一
頁
、

咋

、
,

醸

時
国
際
法
講
義
」
第
二
巻
、
六
〇
六
頁
ご

、

2

戦
時
占
領

は
屡

々
軍
事
-占
領

,、§
…一#
P
昌

O
OO
口
唱
O
誌
0
5

と
同

覗
さ

れ
る
が
保
障
占
領
も
軍
事
占
領

と
し
て
説
明
さ
れ
る

の
が

普
通
.で
あ
る
か
ら
、
,特
に
之
ど
輝

別
す
る
意
味
で
戦
時
占
領
め
,

,語
を
用
…ひ
た
0

3

へ
ー
グ
陸
戦

の
法
規
慣
例
に
聞
す

る
規
則
、
第

三
、款

(敵

国

の
領

●
・
ノ
.

圭
に
於
げ
る
軍

の
継
力

)

戦

時

占

領

は
文

字

通

り
戦

争

を
前

提

と

す
る

概
念

で

あ



、
侵

入

と

は
軍
隊

が
敵

國

領

域

(
領

土

、
領

水

、
領

塞

)
に
進

入

す
都

'

場
合
で
、
占

領
地
域

の
各
地
顯

に
普
く
軍
隊

の
駐
屯
は
要

し
な

い
が

礪
蝶

認

噸
璽

璽

鷲

鷺

胸
讐

,翼

翼

翼

翼

謹
竃

そ
の地域を支配

,

て
は
必
ず

領
土
侵
入
を
要
ず
る
σ
、侵

入
軍

が

一、定

地
域

⑳
敵
国
軍

"

法
的
効
果
∵

・

,

、
,

"

難

⊇灘

灘
　雛
　⊇難
　灘
　

蹴

件
で
な
い
と
港

、

一
片
の
布
豊

以
て
轟

地
皇

⇒
.逐

所

嘩麟
蘇
鱒
燃
滋
藤
　畷

「
ブ
ラ
ζ

ル
竃

で
豊

と
な
り
、
ブ
ラ
、・
セ
ル
宴

曇

笙

繧

・
る
。
註

ー

ノ

∵

,

「
一
棚
方
が
占
領
せ
ら
れ
た
り
と
な
す
は
現
實
に
敵
の
権
力
下
に
を
・
…

②

∵
公
安
維
持

の
義
務

は
、
戦
争
に
よ
り
占
領
者

は
敵
國
民
を

二

か
れ
た
轟

に
於
て
す
、
占
盟

こ
の
努

を
聾

し
、友

び
之
を

.,
§

に
豪

し
得
る
諜
で
な
く
高

國
に
代
ぞ

施
政
を
行
ふ
の

實
行
ず
る
地
方
を
以
て
限
り

と
す
↑
と
規
定
し
、
之
が
,(
ー
グ
の
陸
-

「
で
.あ
ら
か
ら
ピ
、
老

の
保
護
を
承
継
す
る

の
は
當
然

で
、あ
る
。
然

し

垣
.
己

響

於
け
る
窺

慣
例
に
摩

る
規
劉

膓

ガ
.
藻

に
は
蟹

ー

畠

國
の
賃

と
同
程
讐

保
護
す
れ
ば
足
り
、
寸そ
れ
以
貰

極

,̀
・.、%

組
織
的
織
手
が
酪
偲
心
殻
竿
職
印
馨

連
れ
な
い
常
態

違

七
だ
パ
,
酌
忙
行
ふ
事
は
要
求
遷
れ
な
い
ρ
・
一

;

-
㌧

・
-

∵



・i20
⑱.叢 一

人

'
こ

いパ

バ

.

バ

ニ

、

…

へ

ば

、-̀
㍉
.悟

パ

パ

、

・

・

]
・

ー

こ
ゐ

法

的
効

力

は
講

和

が
成

立

し

℃
ボ

占
領

軍

撤

退

.導

に
,及

、

・ぶ

。

又

と
、の
'占
領

に
.よ
カ
.敵

の
抵

抗
力

を

弱

め
る

事

と

な

る
,が
そ

れ

は
間

接

的

な
効

果

で

あ

る
b
、、

、、
‥.

・

,.

.
註
・

占
領
軍
は
欝

の
支
障
な
慮

り

ω
昌

㊦
§

叫
19
。
§

g

　

コ

ハ

リ

ロ
已
・。o
巨

從
來
の
法
律
を
尊
重
し
之
を
鍵
更
す
べ
ぎ
で
は
な
い
.

'
、殊
に
民
、
・商
法
等
の
私
法
関
係
に
閲
し
然
吻
で
あ
る
o

占
領

の
法
理
的
性
'格
、

.
、

、

、、
.

然

ら
、ぱ
ζ
ρ
直
領
者

の
模
利

は
如
何
な
る
性

格

の
㌣

の

で
あ
か

又
如
何
な
る

法
理

的
根

擦

に
基

い
て
認
あ

ら
れ
み
も

の

・で
、-あ

る

,か
。
學
説

と
し

て
は
そ

の̀
法
w卵
性
格
を

否
認

じ
、

占
領
者

が
有

す

論

・
る
櫨
限
ぱ
軍
な
る
實
力
交
配
に
よ
る
も
の
で
あ
つ
で
パ

何
等
合
理

漬
膿
ぽ
巽
閻
題
詩
募
麟
饗
ボぽ
認
醸
ロ

ヘ

ヲ

ロ

も

法

れ
ば
撃

は
本
来
二
國
間
馨

斗
状
態
で
あ
つ
㌣

他
国
へ
の
侵

ロ

リ

ェ

デ

コ

入

は
そ

の

㌻
箏
斗
手
段
で
あ
り
、一'時

的
現
象
な

の
で
あ

る
か
ら
。
侮

言

に
基
竃

も
馨

る
墨

三

三

①]ひ
で
あ
?

整

い
占
領
者
と
古
領
地
住
民
と
の
間
に
は
何
等
法
律
上
新
な
關
係
を
生

号

す
る
こ
と
は
無

い
、
と
い
ふ
事
疑

る
。然

し
占
領
が
事
宜
曇

∵

す
嶋
と
し

て
も
、
占
領
者

の
支
配
が
非
法
律
的
な

、
或

は
散
在
的

㌧
な
も

の
で
な

《
法
的
な
も

の
で
あ
る
事
ば

へ
ー
ーグ
の
陸
戦

の
法
規
-

慣
例
忙
關

す
る
條
約
及
が
規
則

が
明
文

に
よ

つ
て
占
領

と
い
う
法

的
享
宴

の
成
立
條
件
と
、
之

に
件

ふ
・
デ
定

の
法
的
効
果
を
定
め
、

・
占
領
者

の
櫨
力
、範
囲

を
規
定

し

て
居
り
.
各
国
家
が
之
を
国
際
法

⑰

'

・

規

と
認

め
て
居

る
以
上
否
定
し
得
な

い
。
,'註
2

、
㌧

、
・
註
ー

ブ
ラ
ン
ズ
奮
陸
戦
法
規
は
戦
時
占
領
を

一、の
事
實
に
過
ぎ
ぬ
も

.,

,
、の
と
し

、
そ
の
繁

く
は
不
百
抗
力
の

一
場
合

と
し
、
叉
占
領
軍

・
は
法
的

に
正
當
政
府
に
代
る
も

の
で
は
な

い
と
し
て
'い
た
。

叉
第

一
回
平
和
會
議

に
於

て
ベ
ル
ギ

ー
委
員

も
占
領
は
事
實

で

い

・
二
あ

る
と

主
張
し
た
o

ノ

註
2

右
條
約
に
は
世
界
の
主
要
な
國
家
は
す
べ
て
参
加
し
て
い
る
。

、　
`

唯
占
領
者

の
模
利

の
起
源

(
O
江
崎
書
)

に
つ
い
て
は
説

が
岐

れ

て
い
る
。
大
別
す
る
と
國
家
主
櫨

の
作
用
で

あ
る
と
見

る
説

と

.然

ら
ず

と
す
る
説

に
岐
れ
る
。

ω
主
権
説

占
領
者

の
権

限
を
主
権

の
作
用
ど

見
る
説

は
更

に

」

占
領
國

の
主
樵
…に
基

く
、
即
ち
占
領

地
に
封

ず
る
主
楢

が
憂
更

す

る
.吉
見

る
主
権
鍵
吏
読
、
と
依
然

と
し

て
被

占
領
國

の
主
模

が
存

続

し
ぺ

占
領
者

は
そ

の
主
権
を
代
行
す
る
と
見
る
主
樵
代
行
説

止

'
ピ
岐
れ
る
。

'

・

'

・

、
.

、

・

,主
構
憂
吏
読
は
古
く
か
ら
唱

へ
ら
処

現
在
に
於

て
も
責
務
家

の
間
北
は
意
識
的
パ
無
意
識
的
に
こ
の
説
に
立
っ
て
居
る
者
が
あ

　

じ

　

る
ゆ
即

ち
占
領

に
よ
つ
て
占
領
者

は
被

占
領
國

の
主
樵
を
排
除

し

占
領
國

の
主
権

が
専
ら
占
領

地
に
行

は
れ
る
と
云
ふ
詮
で
あ
る
。

、然

し
征
服

と
雷

領
が
明
確

に
値
別
さ
れ
ゐ

に
到

っ
た

現
在

に
於

い

・

-
て
は
完
全
な
主
植

が
行

は
れ
る

と
云
ふ
説

は
姿
を
治
し
∵

一
時
一

部
的

に
占
領

地
に
主
纏

の
作
用
が
及

ぶ
と
す

る
説

,
口
8

實
営
。

o
S
¢
日
切
o
吋
胃
鴇

自
己
烏
匂
o
詳
」巴

oo
ロ
ぴ
ω亘
s
臨
℃
昌

o
S
切
o
く
o
l

§
袖η
巳
ぺ

準
‡
…樵

が
11

は
'れ
る
と
す
る
説

江
O
o
叶内
甘
①
o
S
O
口
,



-曇

8

<
魯
Φ
済

暮

哨

が
豊

,張
さ
れ

る

。
(
註

-
)
そ

の
理

由

は
、
服

〆

一
の
事
宜

に
基

い

て
容

易

に
憂

更

す

る

と
見

8

事

は
国
際

法

の
基

「從

義
務
臓
保
護

の
権
力

に
随
伴

す
る
故
パ

一
國

が
若
し
,一
部

の
人

民
に
封
レ
保
護
羅

褒

喪
失
し
た
時
は
、
之
墨

し
て
服
従
を
,
,

要
求
し
得
ず

.(即
ち
主
樵
を
失
ひ
)

か
㌻
る
境
遇
に
あ
る
古
領
地

・人
民
は
最
早
所
層
間
に
服
従
す
る
事
を
要

せ
宇
汽
何
人
に
撤
し
て

竜
自
由
に
服
従
し
得
る
に
到
る
の
で
あ
る
か
ち
、
占
領
風
に
向
ぴ

ト

ヒ

基
の
生
命
財
産
に
封
ず
曇

藁

を
極
端
ピ
凛

さ
せ
ぬ
利
奮

シ

コ

　

・

代

へ
・て
服
從
,を
誤
認

す
る

も
〔の
で

あ
る
o
と

云

ふ
た

あ
る

。パ
註

2
)

一

、
註
、
ご

八
七
Q
曇

畿

ま

藁

の
二

業

占
領
後
同
地
姦

察̀
、

長
官
は
こ
の
立
場
に
基
き

「
本
戦
局
に
伴
ひ
摘
乙
軍
は
弦
に
佛

轡

鍵
灘
欝

欝

…薫
"四

顧

2

主
構
鍵
更
説
准
主
構
説
は
住
民
の

一
時
前
臣
従
説

,
在
。
6パ
完
治
戸
、

占

、

,

'
、
吟
φ
喜

。
付
自
村
望

①
=
勺
西
日

m
m
ε

結

ぢ

く

。

,

、

]

議

代
行
説

く
§

・§

慧

8
・』。
芝

量

毛

嚢

、、

不
饗
更

を
説
く

、
国
家

は

一
部
人
民

に
劃
し
保
護

す
べ
ぎ
権
力

を

、喪
ひ
}
之

に
俘

っ
て
例

へ
服
從

を
要
求
す
べ
き
構
…利
を
喪
失
亡

た

,̀、

と
し

て
も

、
之
を
以

て
直

に
そ

の
横
利

が
他
国
た

移
縛
し
た
も

の
∵

と

云
ふ
事

は
出
来
ぬ
。
亭
人
民
は
有
効

に
風
籍

を
憂

更

し
他

國

に
服

,

♪從

を
約
束

し
得
る

と
し

て
も
"
か

S
る
約
束

が
占
領
者

と
占
領

地

■

住

民
と
の
間
に
常

に
あ
り
と
云
ふ
事
ば
出
来
噴
、
寧
丘

…い
場
合

21

が
多
い
。
山然
洛
た
占
領
に
附
す
る
規
則
ば
常
忙
適
用
さ
れ
る
の
で

羅

あ
3

、之
農

書

薄

霞
際
譲

渡
援

護
線
虫
纏

ピ
本
観
念
に
反
す
る
の
み
な
ら
ず
、
占
領
者
は
永
久
的
愛
更
を
行
び

得
す
、
戦
争
終
了
後
、
或
は
占
領
軍
撤
退
後
は
被
占
領
國
の
統
治

.

己
が
完
全
忙
行
は
れ
る
が
、
そ
の
場
合
に
於
て
も
占
領
時
期
に
於
け

%
施
政
關
係
は
原
則
と
じ

て

(
軍
事
的
必
要
に
基
く
政
治
的
極
東
…

乞

除
き
)
有
望

あ
り

海

雲

の
施
轟

は
制
約
さ
れ
た
W

の
で
生
壁

呼
ぶ
に
相
恋
し
豪

く
、
住
民
ハ
服
纏

求
〉
土
地
,

齢瀦
舗
能
間㌶
鍵
曙
轄
㌶
鍵
端鷲
籔

.

然

し
占
領
者

の
権

限
が
被
占
領
國

の
主
権

に
塞
ぎ

、
.
之
を
'代
行
す

'

議
鷹
鱗
懸
遷
灘
……蹴
罐

ば
国
際
法
規
に
ち

て
占
領
者
の
代
纏

限
が
附
與
是
認
さ
れ
て

,
、
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
撚
り
と
す
れ
ば
最
高
國
家
主
椎
に
基
く
と

.
す
る
立
場
自
賠
が
成
立
た
ぬ
事
ど
な
る
。
又
代
行
説
に
劃
し
て
、は

・古
領
地
に
於
て
實
際
巨
立
法
権
を
行
使
U
そ
れ
を
適
用
し
得
る
も

の
ぼ
占
領
者
の
み
で
あ
る
か
ら
毛
の
施
政
権
も
被

15
領
国

の
主
椹

・
を
代
行
す
る
A

の
と
は
解
し
得
輿
と
す
る
非
難

が
あ
る
。
(註
2
)

,
、註
-
・、
竃

を
取
る
者

信
夫
淳
卒
爾

時
國
際
講

義
」
第

一
巻

」
`
六

こ

ご

頁

、

"

凸
,

,
、

＼
.2

反
遇
す

る
者

・
立
作
太
郎
「
支
那
事
饗
國
際
法
』
一三

〇

一.

∵

、

.
、
、
.

,、

'頁

一
工懸
時
國
際
法
論

"一
一五
六
頁
、

、

り

.
,
,
ご
、
∴
,
バ

∵

溶

璽

雨

曇

璽

綱
⊥
一。三

国



叢
難
無
難
曝
難
…器
叢
濃
激鰻
鹸
○

、
、
、.
憲

は
れ
る
蒸

し
元
来
主
椹
自
艘
の
概
遼

明
確
で
砦

▽

主

潮

主
禮
砦

外
な
ら
な
㌦

廓
ち
、
國
家
は
そ
れ
が
絶
讃

(議

已

纏
は
豊

最
高
絶
対
の
模
型

馨

れ
て
竣

が
ピ

れ
蹟

内
r

、量

)
で
鳶

故
爵

際
法
の
議

で
は
な
く
国

際
法
の
憲

で
あ

..
,
,

主
構
…に
於

て
言

は
れ
る
事

で
あ
⇔

て
そ

の
儒
…國
↑際
法

上
採
用

す
る

ワ
、

　る
が
故
ヒ
緯
圏
的
.(
主
権
的
y
だ
の
で
あ
る
。

▽∵

事

ぱ
世
変

恰

主
権

の
問
題
は
國
際
法
の
本
質
に
U
88
達
す
己

〆

.オ
る

ン
ハ
イ
ム

國
際
法

三
三
責

∵

・,

!

h∵

圭

嚢

問
題
で
あ
つ
て
、
此
庵
に
詳
蓮

べ
る
事
は
出
来
な

い
が

、
Z

ア
恒

・
ス

懸
法
、.三
五
頁

国

家
の
畠

鏡

家
に
碧

國

・

撫
燃
醸
難
鵜
縄鱗
難

顯
講

酬灘

緬聴

・
へ
ら
れ
る
・も

の
で
は
な
く
逆

に
國
家
主
糎

こ
そ
国
際
法

に
よ
つ
て

"
グ
然

ら
ば

閣
僚
法

は
何
故
占
領
者

に
か

S
る
模

限
を
附
興

す
る
・の

、律

聾

ぢ
磐

概
念
で
あ
ゑ

,糞

て
の
国
際
鷹

が
國
蚕

纏

-
で
あ
る
か
。
そ
れ
曇

言

責

に
迄
響

昔

奮

卑

戦
争

　

芦

基
礎
姦

か
霞

ぼ

ぬ
吉

富

は
國
塁

的
竃

緩

ゑ

,

目

餐

の
馨

解
決
の
霞

で
あ
る
。
そ
盤

國
清

の
政
治

∵
交
戦
横

は
国
家
に
認
め
ら
れ
た
主
権

ρ
行
使
で
あ
り
口
頼

が
そ
の

,曲
事
斗

で
あ
り
べ
■そ
の
延
長
で
/あ
る
。
(
現
行
国
際
法

の
原
則
的

主

一

護

樵
の
篇

で
誓

書

是
認
痘

4

霞

者
と
嘉

旭

蟹

國
黍

あ
り
個
人
で
は
な
い
・喜
、
戦
盲

苦

言

必

の

ロ

メ

㌧賃

、属

領
讐

の
間
星

秀
る
欝

欝

緩

し
て
國
家
憲

衷
な
藷

繧

ひ
讐

が
。
必
要
で
な
曇

項
蔓

,勤
行
ひ
璽

・

ビ
塞
ぐ
も
の
で
貰

い
。
そ
れ
篇

曇

際
菖

聾

よ
乏

認

川、殿
宇

は
止
む

を
得

ざ
る
悪

で
あ
る
か
ら
そ

の
損
害

は
最
少
限
に
正

.

め
ち

れ
た
國
際
法
上

の
制
度

で
あ
る
ダ

占
領
ピ
閲
す
畜

條
約
は

形

　、い
め
る
,べ
き

で
あ
る
⇔

と
云
ふ
の
が
戦
時
國
際
法
上

の

原

則

で

あ
戸

式

上
國
家
間

の
合
意

に
基
か

て
成

立

し
た
も
の
で
、あ
る
dが
∵
そ

の

.・、る

。
個
人

は
国
家

に
撤
し

て
國
民
で
あ
る
關
係

の
外
に
徹
會
的
(
藝

シ

ト

く

ビ

一

二

國

が
之

舵
反
し

て
そ
φ

規
則
か
ら
白
山

に
脱
却

す
る

こ
と

は
、
'

術

、
、文
化

、
宗
教

、
経
洲
)
、
私
的

(
家
族
)

な
生
活
を
澄

み
、

蝶

蝶
離
醗
鍵
灘
麟
興
部
曙
細
線
糖
総

ね
㌔
家
の露
髄
繧
是
繊
麗
緬
鍵
輔
語
誌
鴨
ぽ



治
雛
【構

と
考
-
へ
ら
れ

、
個

人

が
國
家

の
霞

で

は
-な

く

国

家

が
個

,
,人

の
手
段

と
肩
さ
れ

て
い
る
口
囲
ち
少

く
も
従
来

の
倒
際
法
見
地

。

・
2
,

ー
か
ら

は
戦
争

は
國
表
情

の
關
係

で
あ

力

、
個

人
は
又
別
個

の
存
在

ぽ

ヨ

　

髄
を
有

し

て
生
活

し
て
い
る

の
で

あ
る
か

ち
、

↓.國

が
占
領

ざ
れ
"

て
も
個

人
は
個
人
と
し

て
尊
重

さ
れ
、
そ

の
枇
會
的
、
私
的
生
活

・
.
3
、

'
.
は

(
國
家
的
政
治
…機
構

と
関
係
な
、き
.限
り
戦
争

の
目
的

で
は
な

い

n
,∵

か
ら
)
璽

さ
れ
ね
ば
蒼

ぬ
、
面
し
て
橿

に
よ
つ
て
從
來
之

4

二

等

の
生
活

に
保
護

を
阻
㌍
へ
秩
序

を
保
っ

て
い
た
被
占
領
國

政
治
楢
…

パ"　

・
力
が
無
く
な

っ
た

の
で
あ
る
か
ら

パ
之

に
代
る
も

の
が
無

け
れ
ば

ぺ
察

」、な
ら
ぬ
。
秩
序

が
無

い
よ
ゆ
は
悪

い
秩
序
で
竜
あ

つ

た

方

が
…良

,

、
弔

6

。
謎

3

∵

-

∵

ご

・
＼

/

髄

、　こ
の
業

像

薯

績

者
が
秩
雇

欝

當
る
。
-そ
れ
は
、
、そ

.
閉

れ
が
正
し

い
か
ら
で

は
な
べ

、
、謹
む
を
得
な

い
か
ら

で
あ
る
。
然

齢

し
万

岳

者
は
交
幣

で
あ
り
、
猶
馨

を
馨

篇

ば
ξ

、

、占

ぬ
ロ
ヒ

の
爲
に
占
領
地
を
使
用
す
る
必
要
が
生
じ
又
作
戦
行
動
を

一

、害
す
る
行
動
は
排
せ
ね
ば
な
ぢ
な
い
。.
こ
の
鞠
劇
烈紬
副
‖

,

ト

　必
要
か
ち
、
認
め
ら
れ
だ
国
際
法
上
の
制
度
が
5̀
管

外
な
ら
な

い
、

賄

。

即

ち

占
領

の
基
礎

は
秩
序

維

持

と
戦
争

遂

行

の
必
要
で

あ

り

、

、

こ

の
剛

者

は
爾
…立

し
得

る

の
で

あ

る
ρ

…註
4

■
.
,

,

、
.註
1
∴
ル
ソ
パ

民
約
論

「
戦
争

は
人
と
人
と

の
関
係

に
非
ず

し
て
國

、

、

.
家
と
国
家

と
の
關
係
な
り
、・戦

争
に
於

て
個
人

は
國
民
な
る
が

一

、

、

,
故

に
敵

と
な
な
に
非
…ヂ

し
て
唯
兵
士
占
t

て
敵
ど

な
る
⑩
ポ
}

逝

-
,
.
、響

の
讐

矯

正
し
藁

藷

敵
響

萎

國
家
に
噛
す
る
-

○
、ご

,
・
・.ま

江

泡

護

取
違

ξ

漢

溜

浬

遵

は
泡

."'

然
ら
ば
占
領
者
'の
横
利

(…施
政
横
…)

で
あ
る
か
、
主
要
な
も
の
と
癒し
て

③
統
治
権
説

.
②
行
政
権
説

③
軍

植

詮

・く
交
戦
櫻
、
統
帥
権

の
様
な
軍
事
上
の
必
要

に
依

て
認
め
ら
れ

る
軍
樺
な
力
芝
す
る
論
。

.

・

が
存
在
す
る
。
然
し
施
政
ρ
内
容
に
つ
い
て
主

倒
遠
の
軍
・事
上
の

必
要
と
秩
序
維
持

ρ
二
面
か
ち
見
る
べ
き
で

(
こ

軍
事
上
の
必

要

の
面
は
軍
模
と
解
ず
べ
く
そ
れ
に
よ
つ
て
爲
さ
れ
る
法
…制
は
占

.

領
繍
法

と
見
る
べ
き
で
あ
り

(
二
)
ち秩
序
維
持
-の
面
は
監
督
パ
命

令

の
國
際
法
上
の
制
限
を
受
け
る
行
政
模
と
解
す
べ
尺
∵
そ
れ
に

基
く
占
領
地
の
法
制
纏

占
領
国
法
毒

す
べ
き
で
駕

,直

接

施

政
の
場
合
は

(
一
)
の
漂

強
調
さ
処

.間
接
施
摺

場
禽

旦

ξ

盆

が
廣
パ
竃

そ
の
奮

に磯

鶏

諏
損

曾
写貢
す
o
」

實
際
上
こ
の
檬
に
國
家
と
そ
れ
以
外
の
二
次
、胡
散
會
を
切
離
す

・

事
は
困
難
で
あ
る
が
理
論
上
は
可
能
で
あ
り
、
特
に
従
来

の
夜

警
國
家
に
於
て
は
比
較
的
容
易
で
、あ
ら
'う
。

,

ラ
ー
ド
ブ
ル
ブ
、
法
哲
學
、
第
九
章

「
法
の
効
力
」

「
正
義
憾
…法
の
第
二
の
使
命
で
あ
る
が
、

法
の
第

一
の
使
命
は

法
的
安
定
性
で
あ
り
平
和
で
あ
吻
秩
序
で
あ
る
o
」

秩
序
を
維
持
す
れ
ば
作
戦
行
動
に
使
用
す
る
兵
力
も
増
加
〕
得

叉
住
民
の
協
力
も
得
ら
れ
る
。

・
の
内
容

は
如
何
な
ゐ
も

の

暫
定
的
統
治
櫨
な
b
・と
す
る
も

の
、

」
,

立
法
櫨
な
く
ゴ

行
政
権
を

中
必
と
見
る
読

、

、

通
常

の
立
法

、
-
行
政
と
云
ふ
権

利
内
容

で
は
な



ヤ

ノ

ラ

ロ

サ

ノ

　

の

ド

繁

㌢

し
た
響

(
ご

の
面
は
適
量

減
す
る
が
(
言

の

抱

面

は
當
然

に
は
憂
更

さ
れ
・す
に
そ

の
効
力
を
持
続

す
る
。

.・強

M
て
、

両
者

を
合

す
れ
ば
、
戸國
際
法
上

の

「
特
殊
な
行
政
模
』
的
楢
…利
で

あ
る
。

、

パ

、
〉
四
・、
保
障

占
領

意

・

義

〃

保
障

占
領

と
は

一
定
條
項

(
多
く

は
講
…和
條
約
の
條
項
)

の
履

一

行
を
暮

す
る
爲
に

扇

の
濠

が
他
国
の

蔀

(
叉
は
傘
部
)
を

叢

占
領

す
る
こ
と
で

あ
り
、

そ
の
先
例

と
し

て
は

一
八
七

一
年
ド
イ

ツ
が
ブ
パラ

ン
ス
の

一
部
を
占
領

し
、

一
八
九
五
年

日
本
が
山
東
省

論

威
海
徹

を
占
領

し
(
謎
r
)
,又
第

」
次
大
戦
後
連
合
図
が
ラ
イ

ン
地

・,
域
を

占
領
し
た
場

合
等
が
之

に
當

る
。
後
者
が
代
表
的

で
あ
り
ヴ

律

三
、文

イ

蕪

約
四
二
八
條
以
下
規

定
託

る
。∵

,

議

竃

議

蹴編
纏

霧
粒戴
麟
、

ざ

㌧
に
…よ
り
如
何
様

に
も
な
る
。
(
勿
論
合
意

と
云
っ
て
も
特

に
講

和
條

]

約
等

は
勝
者

と
、
,敗
者

と
の
特
殊
な
關
係
で

あ
る
か
ち
被
占
領
國

k
は
必
宇

し
旭
自
由
な
意
思
に
ょ
ら
ず
強
制

に
仰
る
場
合
が
多

い
と

思
は
れ
る
が
そ
れ
は

一
般
條
約
理
論
に
よ
り
解
決
さ
る

べ
き
問

題

で

あ
る
。
)

,

.

。.

・

'保
障

占
領

は
従

⇔
て
不

時
国
際
法

の
適
用
だ

受
げ

る
。

'

保
障

占
領

は
ご
定
事
項

の
履
行
を
確
保

す
る
事
が
目
的

で
あ
る

ペ

ノ

ロ

　

へ

へ

・か
ら
、
占

領
國
も
被
占
領
國

の
主
構

を
認

め
そ
れ

に
基
已

て
條
項

、

,、の
履
行
を
促
進
し
得
る
慌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
○
叉
徹
⇔
憂

占
領

國

の
主
模

を
徐

ウ
に
も

締
…限

す

ろ
様

な

取

極

は

不

當

・」で

あ

:
る

。
(
こ

の
貼
…で
全

部

占
領

は
好

ま

し
く

な

い
。
)
註
2
-
、、

、

内
臓

容

、

^

ら
右
の
特
色
纏

つ
藻

障
占
領
は
戦
時
占
領
が
軍
事
上
総

要

、、、
に
基
く
面
で
は
廣
汎
な
極
限
を
占
領
軍
が
有

レ
た

の
に
謝
し

て
限

定
的
で

あ
る
。

、

‥

㌃

ω

.
即
ち

一
定

條
項

の
履
行
が
目
的
で
あ

る
か
ら
、
占
領
軍
が

直
接
施
政
を
行

ふ
必
要
無
く

、
況
ん
や
軍
政
を
脆
く
事

は
豫
想

さ

れ
す
、

∨被

占
領
國

の
機
關
を
利
用
し
た
間
接
施

政
が
行
は
れ
る
。

宅
の
具
賠

的
事
項

は
両
者

の
暢
定

に
よ
り
取

極
め
ら
れ
る
μ

パ

②

占
領

の
期
間
も
條
約

に
よ
つ

て
定

め
ら

れ
る
の
が
常

で
あ

り

、
履
行
が
完
全

に
行
は
れ

S
ば
そ

の
期

限
前

と
難
も
占
領
軍

は
じ

、、鶯

鰹

需
㌶
諜
籠

賊㌶
〔

、、
、
ゐ

べ

き

で

あ

る

⇒

.
岬

'

・

.
,

法

的
性
格

∵

、

・

,
保
障
占
領

は
全
く
條
約

忙
基

く
關
係
で

あ
つ
て
48
殊

な
鮎

は
理

論
上
無

い
課

で
あ
る
が
、
講
和
條
約

に
基

い
て
占
領

さ
れ
る
…場
合

は
、
殆
ん
ど
勝
者

の

一
方
的
意
思
に
よ
る
も

の
で
あ
り
、
國
家
主

、
"楢

に
封
ず
る
制

限
と
な
る

の
で
あ
る
か
ら
決
し

て
好
ま
し
い
微
塵

・

で
は
、な
い
,。
こ
の
瓢
に
閲
.し

て
は
契
約
上

の
債
務
回
牧

の
爲
に
兵
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莇

勧
誘
竃

騨
噌
懲
範

竃

鯉

誘
趨

酷
暑

加
籠
転
語
詩
式
と
に蓼

‡
奮
頷

き
制

度

で
あ

る
。

註
4

、.

「

・,

ザ

、

註
1

日
清
講
和
條
約
第
七
條

「
清
國
は
本
條
約

の
規
定
を
誠
實
に
施

行
す

ぺ
き
搭
保
と
し
て
日
本
國
軍
隊

の

一
時
山
東
省
威
海
衛
を

'

-

占
領
す
る

こ
と
を
承
諾
す
」

、

・

,

,三
蕪

醸

轟
轟ぽ縫

#
㏄詩

・

に
随

分

し

て

撤
.退

を

定

め

た
o

、

.̀

・

〆

4

㎜
謄

蠣

ら
政
司

租
借

相
舞

は
廃
止
さ
る
べ
き

、

.
五

日
本
現

下
の
占
領

第

二
次

大
戦
後

の
占
領
ρ
,

、
-

、

.

第

二
次
世
界
大
戦

は
枢
軸
国
側

の
敗
戦

に
経

り
、
枢
軸
各
國
は

糧
鎌
購
〔幾
藩
…㌶

が

薯

。
註
・
,第
二
姿

鷹
後
の
占
領
が
特
殊
な
色
彩
を
帯
び
た

,麟
麗

麗
鱗
鯉

欝

欝
講

励謬
詩

現
象
的

忙
は
そ

の
期
間
…の
伸
長
、
ζ
施
政
内
容

の
量
的
、
質
的
描
大

白

一と
ぷ

響

現
況

添
る
元

吉
ぎ

ま

覆

の
嘉

形

,註

1

こ
れ

等

の
三
國

は
敗
戦
國

で
は
な
く
所
謂
被
解
放
國

と
い
ふ
概

・
念
で
説

明
さ
れ
て
い
ゐ
が
そ

の
管
理
は
前
記
諸
国

の
占
領

に
準

じ
て
考

へ
ら
れ
る
。

.

め

,
'

誌
蹴
灘
畿
鑑
籔
羅
『繹

.

見

ら

れ

る

O

,

、

∴

'

∴
蹴
㌶
購

諭
齢
竃

…麟

テ

㌧

嚥

あ
♂

れ
を
前
提
乏
し
、
そ
の
機
能
を
翌

て
間
接
施
政

を
行
ひ
一
占
領
地
徳
を
分
割
せ
ず
一
且
つ
占
領
者

(
連
合
國
管

,
理
委
員
會
)
の
意
見
決
定
が
照

一
國

(
裟
柳
)
の
優
越
し
た
意

・

、

,
見
に
ま
と
め
ら
れ
…
他
國
は
そ
れ
に
讃

す
る
に
止
る
蓮

的

[
隷
欝
欝
欝
欝
「

〃
資
格
で

(拒
否
燈
を
持
つ
)
構
成
す
る
管
理

々
車
舎
博
於
で
決

㌧
.r離
鷲

纏

鍍

籠

纏

縫
恥辮

竺

」

日
所
謂
ボ
ン
憲
法

く
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
國
基
本
法
)
が
採
撰
さ
,

'れ
元

三

・
禺

纂

壁

蟄
音

量

移
箋

が
テ



'
,㎞

れ
、
轟

で
蔓

忍

δ
曇

法
可
些

o
月

三

長

府

随

が
成
漢

竺

曾

に
同
政
府
篇

限
霧

譲
と
緩

の
歴

▽

が
行
は
れ
た
。
一

`

'

v

ビ

日
本
占
領

の
経
緯

'

・

∵

∵

火
干
洋
戦
争

の
末
期

,
伊
、
獺

が
連
合
國

に
降
伏
し
日
本

の
敗

戦
が

略

々
確
定
的
と
な
リ
パ
連
合
國
首
脳

が
数
次
會
合

し
て
戦
後

遮
理
の
問
豊

議
し
た
時
、
現
在
の
呈

嶺

の
輪
廓
貰

ま
つ

て
い
た

と
云
っ
て
良

い
。
然
し
、そ
れ
が
法

的
に
明
確

と
な

?
た

の

て

は
ポ
ツ
タ
ム
宴

三

第
七
項
)
で
あ
芦

宴

墨

譜
に
閲
す
喬

オ

厳

木
政
府
申
入

(
二
〇
、
・
八
、
七
)
パ
右

に
劃
す
る
回
答

,、
等

一
連

の
往
復
文
書

に
よ
り
そ

の
、内
容
が
更

に
明
ら
か
と
な

つ
た
。

論

而

し
て
八
月
十
四
日
、
日
本

は
正
式

に
ポ
ツ
ダ

ム
宣
言
を
受
諾
し

同
十
六
日
、
米
國
政
府
は
停
戦
實
施

に
閲

す
る
畳
書

を
鼓
し

(
同
.

-律

畳
書

で

マ
ツ
カ
ー
サ
]
元
帥

が
迎
合
國
最
高
司
令
官

に
任
命

さ
れ

バ

へ

法

た
墓

表
)
二
大

耳

厚
木
飛
行
場
に
某

占
領
軍
の
琶

陣

、が
到
著

、
三
十
日

マ
以

力
ー
サ
ユ

死
節

も
到
著
し
た
、
u
而
し

て
党

ア
一

月

二
日
に
日
本
占
領

の
基
礎

と
な

る
降
伏
文
書

の
調
印
が
東
京
溝

上

に
於

て
行

は
れ
た
事

は
今
猶
我

々
の
脳
裡

に
鮮

か
で
あ
る
。

、
註
1

ー
,
|

,

、

.
,'

、

`

而

し

て
日
本
占
領

の
機
構

も
最
初
は
専

ら
連
合
國
最
高
司
令
官
が

事
宜
上
米
國

の
命
令

に
基

い
て
行

っ
て
い
た

か
、
十
月
三
〇
日
極

東
諮
問

委
員
會

が
.

ワ
シ
ン

ト

ン
た
設

け
ら
れ
、
十

二
月
末
開
か

れ
た

モ
ス

コ
ー
外
相
會
議

で
極
東
震
旦
會

閤
o
吟

国
①
。o
吟
Φ
吟
ロ

O
O
日
日
富
毘
O
ロ

と
改

め
ち

れ
、
新

に
東
京

に
連
合
國
日
本
理
事

會

≧

巳
置

O
O
口
口
O
二
〕
凶
日

β

が
設

け
ら
れ
現
在

に
到
っ
て
M

㍉

る
。
.'

・

パ

ぱ

.

而
し

て
日
本
占
領

(
管
理
)

に
關

す
る
政

策
ど
原
則
ゆ
極

東
委

・
,

良

禽
で
決
定

さ
れ
、
そ
れ
に
塞

い
で
ア

メ
リ
吻

政
府
が
連
合
園
長

"

,

高
司
令

官
に
指
令

を
護

↓
、
こ
れ
を
最
高
司
令
官
が
實
施

す
る
。

日
本
理
事

會
ぱ
そ

の
協
議
乃
至
諮
問
機
關

で
あ
る
。
註
2

.
'

,
)

・
註
1

こ
れ
等

の
外
交
文
書
の
原
課
文
は
、
外
務
省
編

「
日
本
占
領
及

・

竃

震

文
書
集
、
(
一
)に
あ
る
.
藷

迄
四
球
出
パ
れ
て

・
2

日
本
管
理
の
機
構
と
政
策
に
關
し
て
は
、
横
田
喜
三
郎
編

コ
迎

合
働
の
日
本
管
理
し
に
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
.。
猶
季
刊
日

本
管
理
法
令
研
究
憶
そ
の
基
礎
と
な
る
研
究
で
賞
讃
的
研
究
に

,

、

、
殿
軍
な
資
料
で
あ
鶴
。

.

・

、

、

＼

'
日
本
占
領

の
法

的
性
格

　

-

S

然
ら
ば
日
本
現
下
の
占
領

の
法
的
性
格

ぱ
如
何
。
之

に
つ
い
て
.
、

禁
編
塒⊇
騨
鷲
纏
綿
醜総
繍
噸繍
謡

.
郭
保
障
占
領
と
見

る
者

は
少

い
が
、
何
れ
に
よ
り
近
く
、
又
如
何
な

る
顯

忙
於

で
特
殊
で
あ

る
が
を
楡
射

し
た

い
と
思

ふ
。

、
・

(
一
)
戦

時
占
領
説

日
本
占
領
も
講
和
條
約
前

の
.
即
ち
戦
時
,

の
占
領
-で
あ
る
顯
か
ら
す
れ
ば
從
來

の
戦
時
占
領
と
何

等
匝
別
は

な

い
。

一
般

に
は
戦
後
占
領

(
休
戦
後

の
占
領
と

云
ふ
意
味

で
)

、と
呼

ば
れ

て
い
る
が
、
註
1

休
戦
か
ら
講
和
迄

の
占
領

が
す
べ

て

特
異
性

を
持

つ
も

の
と
も
思

は
れ
な

い
。
問

題
は
よ
ー
本
質
的
に



そ

の
内
容
自
賠

か
ら
制
定

す
べ
ぎ
で
あ
る
。
元
来
戦
時
占
領
と
保

も
軍
事
占
領

の
用
語
を
以
て
説
明

さ
れ
て
居

2

そ
れ
の
み
を
麟

バ

障
占
領
と

の
直
別

は
、'
そ
の
原
因
が
.事
實

に
基
く
か
、
合
意
に
基

^

擦

と
す
る
事

ぱ
出

来
な

い
。

・

く
か
べ

そ
の
目
的
が
戦
争
・遂
行

の
害
敵
手
段

で
あ
る
か
、
　
一
定
事

・
戦
時
占
領

に
於
げ
る
領
土
侵

入
は
必
ず

し
も
敵

の
抵
抗
を
要
件

ノ

".
項
履
行

の
爲

の
保
障
‥で
あ
る
.か
、パ
そ
の
施

政
が
直
接
的

か
、
ー
間
接

、

古

す
る
も
の
で
は
な

い
。」
註
4
然

し
乍

ら
追
入
が
国
際
的
ム
ロ
意

に

・

的
か

(
も

つ
と
も

こ
れ
は
相
対
的
の
も

の
で
あ

る
が
)
と

云
声
鮎

・
基

い
て
行
ぱ
れ
ろ
場
合

に
ば

占
領

の
前
提
た
る
領
土
侵

入
と
目
す

・

・
,
か
ら
見
謬

盤

な
ら
ぬ
。

、

∵

・
'
∵

,

.

・

一

,

る

事
は
困
難
で
あ
り
、
こ
駕

か
ら
達
書

鼻

聾

蕩

進
駐

,、目
木
占
領
を
戦
時
占
領

に
近
く
解

し
得

る
有
力
な
根
擦

は
・
「
一
・

を
侵
入

と
見

る
事
、は
不
合
理
で

あ
る
。

,

㌧

・

・
九
四
五
年
九
・且
六
日

の
連
合
國
最
高
司
令
官

の
権
限

に
閲

す
る

マ

・

註
1

一
文
正
雄

市
國
際
浅
學
」
二
九
⑦
・

ニ

ツ
7

サ
ユ
兀
聾

の
墨

」
・覧

ら
れ
る
。
蒙

古
通
達
は

"

.
裏

壁

「欧
州
薗

の
嶺

橿

」
.日
馨

理
容

研
睾

察

.
、「
二

…
…
わ
れ
ー

と
日
本
と
の
關
係
は
、
契
約
的
基
礎
の
よ

三
魂

,
、

,
,

ジ

ら

ゾ

ペ

ヘ

ト

ヰ
.
忙
立
三

い
る
の
ぼ

な
く
蕪

條
件
降
伏
を
基
礎
事

情

の

・

・外
馨

編

目

奮

領
及
び
管
理
量

塁

塞

.̀
＼

∵

る̂

,

で

あ

る

。

…

…

一『

ー
ポ

ツ

タ

ム

宣

言

に

含

ま

れ

て

'い

る

意

向

の

聲

〉

呂

㊦
ω
・。
自
知
Φ

8

0
m
ロ
氏

巴

昆

許

ρ

》
叶
日
喝

O
o
已
・q
－
p
・り

9

①
6
、

齢

、
明
は
・
完

全

星

行
さ
れ
る
・
,
し
か
し
・
そ
れ
は
・

わ
れ
ぐ

が
.

婁

葺

§

曼

ξ

9

缶
尋

・
菖

・
『

ω
§

・
且

.

螂

蒜

鐘

議

詫

間

鷺

鴇

鵠

鋤
端
麗

口
詩

露

咋
.口合2
冷。.淫

》
宗
。烏冒

.㌃

臼
亨
P
-

一難
離

離

賎
…　難

蕪
灘
鱗
籠
讐

ら

心
組
を
示
し
た
も

の
で

・
日

雀

謝
し
直
接

ρ
法

的
効
力

を
有

:

三

)
保
障

嶺

訟

、
右

の
理
8ー
に
よ
つ
て
垣
本

嶺

は
直

議

す
る
も
の
で
は
な

い
・
註
3

.

、

～

,

.
,

時

轟

高

観

し
緯

書

を
知
阜

の
で
あ
る
藍

に
汰

の
諸

鷲
は

'

⊥
麦

二
三
の
文
書

纂

事
嶺

邑

』『
§

9

ξ

良

8

・
の

注
目

僻

す
る
.

、、
、

・

,、
,

.

`

卿
臨縮縫
聾

欝
舗
緬難
韓
酷継

,鞍

懸

.醜躍
諸
撚

㌶
禦
霧

鐘
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＼

違
は
存
す
る
が
互
忙
他
を
前
提
じ
て
爲
さ
れ
て
い
ゐ
事
は
否
み
得

な
い
。
降
伏
文
書
は
明
ら
か
に
二

の
国
際
的
合
意
吉
解
せ
…ざ
る
を

得
な
い
。
註
ユ

勿
論
そ
れ
は
常
事
者
の
自
由
な
合
意
に
基
く
も
の

で
な
く
牛
強
制
的
の
も
の
で
あ
る
と
し
硲て
も
、
、決
し
て
日
本
占
領

が
事
貴
行
爲
・
(
勿
論
そ
れ
が
背
後
に
あ
つ
た
事
は
言
ふ
を
侯
た
ぬ

じ

へ

と
し

て
も
)
メ
に
基

い
て
爲

～さ
れ
た
も

の
で
な
嘆

國
際
的
合
意
忙
基

い
て
行
は
れ
・て
い
る
事

は
確
か
で
あ
る
。
註
2
㌧

而
し
て
日
本
占
領
の
目
的
は
ポ
謬

ム
宴

貢
、
降
伏
文
書
竃

重
ね
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
如
く
、
由
武
装
解
除
及
び
軍
國
主
義
の

叢

:
除
去
、
・軍
需
産
業

の
廃
止

、
②
戦
争
犯
罪
人
の
虚
罰
吋

ぽ
領
土
の

縮
少
、
ω
賠
償
取
立

、
⑤
民
主

々
義

の
確
立
。、
等

の
根
本
的

目
的

、
.

、
論

の
達
成

を
確
保
す
る
爲

(
8

0・8

自

o
⇔汀
ω
①
o
庁
甘
嘱
o
日
Φ
暮

O
〔
、
δ

ぱ

。

ひ
琶

6
。
。
芭

薯

窃

で
あ
り

、、
(註
3
)
こ
の
目
的

が
連
壁

律

ざ
れ

(
裏

的
責
任
あ
る
政
紫

樹
立
さ
む

た
時
は
嘉

螢

は

…
直
に
日
本

國
よ
・り
撤
…牧
す
る
(註
4
)
の
で
あ

る
。
之

は
戦

争
の
書

法

,
聖

段
と
し
て
の
馨

嶺

と
笑

い
に
趣
藁

忙
す
る
も
の
と

一
言

は
ね
ば
な
ら
な

㌣

就
中
某

軍
隊
が
完
登

武
裁
簾

さ
れ

＼

職
争
遂
行
能
力
を
失
っ
た
現
在
ρ
占
領
を
從
來
の
戦
時
占
領
の
概

‥
.

㌧

い
念
を
以
て
律
す
る
事
は
無
意
味
で
あ
る
。
、む
し
ろ

一
事
時
項
の
履

、

行
を
確
保
す
る
と
い
ヶ
意
味
で
保
障
占
領
に
比
す
べ
き
も
の
㊥
は

あ
る
ま

い
か
。
春
夏
に
降
伏
文
書
並
に
爾
後

の
対
日
政
策
を
包
括

し
て
.考
察
す
る
と
典
麗
に
は
既
に
實
質
的

に
講
和
條
約
に
於
て
決

定
さ
る
べ
き
事
項
が
含
ま
れ
て
居
り
パ
ポ
ツ
ク
ム
宣
言
十
二
項
も

・
↓
前
記
諸
口
組
が
達
成
さ
れ
、
平
和
的
責
任
あ
る
政
府
が
樹
立
産
:

ロペ

び

　

さ

ト

コ

ノ

び

ト

シ

ら

イ

ら

れ

る
に
於

て
は
」

占
領
軍

は
趨

に
日
本
國
よ
り
撤
放
す
る
旨
規

定

し
、
必
ず

し
も
講

和
條
約

の
有
無
を
問
題
と
し
て
居

な
M
鮎

か

・
ら
性

質

上
保
障
占
領
な
り
と
断

言
し

て
・良

い
様

に
さ

へ
思

は

れ

・

る
。
(
註
5
)
、

寸

、.

,

「

'

そ
の
、施
.政
内
容

に
つ
い
て
も
ポ
ツ
タ

ム
宣
言

は

「
吾
等

の
條
件

は
左

の
如
し
パ
吾
等

は
右

條
件

よ
り
離
脱

す
る
こ
ど

な
,か
る
べ

し
」
`

五
項
(註
国

喪

.
遷

違

㌃

戻

凄

泉

國
政
府
ρ
國

家
統
治
の
樵
…限
ぱ
本
降
伏
條
項
を
實
施
す
る
爲
適
當
と
認
む
る
…措

置
を
執
る
連
合
國
最
高
司
令
官
の
制
限
の
下
に
置
か
る
s
も
の
と

す
。」
と
さ
れ
バ
全
く
無
制
限
で
は
な
く
降

伏
條
項
の
賀
施
(保
障
)

、σ
た
め
と
云
ふ
限
界
が
あ
る
と
と
を
知
る
の
で
あ
る
つ
而
し
て
實

際
の
施
政
も
原
則
ど
し
て
間
接
施
馨

あ
り
、
天
皇
吉

本
政
臓

リ

ン

ミ

の
存
在
と
国
家
統
治
の
理
責
の
機
能
が
認
め
ら
れ
、

(
こ
の
鮎
ド

イ
ツ
と
大

い
に
異

っ
た
)
(註
7
)
連
合
國
は
降
伏
條
項
の
實
施
に

關
し
必
要
な
事
項
を
日
本
政
府
に
指
令
す
る
に
止
る
。
例
外
的
に
・

ね

の

・
連
合

國
が
直
接
日
本
人
民
に
剥
し
命
令
を
鼓
し
、
,又
は
之
を
執
行
'

す
る
場
合
も
あ
り
得
る
し
(註
β
)
文
事
實
直
接
命
令
を
哀
し
た
場

合
も
あ
る
O
然
し
そ
れ
ば
降
伏
條
項
の
實
施
に
欄
し
て
迎
合
國
が
＼

そ
の
要
求
を
浦
レ
得
ぬ
場
合
に
止
る
。

こ
の
様
な
諸
鮎
か
ら
日
本
占
領
は
戦
時
占
領
実
り
ぱ
む
し
ろ
保

、

障
占
領
に
近
似
し
て
居
る
事
が
明
ら
か
と
な
つ
た
。
,然
し
降
伏
文

　

ヘ

ト

.
書

を
直

に
講
和
條
約
と
見
る
事
は
出
来
す
、
將
來

に
講
和
を
豫
類

す
る
限
り

、
怜
ば
り
戦
　時
の
占
領

で
あ
り
、
又
そ

の
」性
質

に
つ
い
・

て
も
良
く
瞼
註

す
る
な
ら
ば
従

来

の
保
障
條
約
と
は
遙
か
に
異

つ



た

も

の
を

含

ん

で

い
る
。

註
、

「
欝

藷

織

豊

」
高
柳
賢
三

§

右
の
文
霞

`

「
隆
・伏
文
書

」
と
い
ふ
形
式
を
と
つ

て
ぱ
い
る
が
、
日
本
軍
隊

.

條̂
件
降
伏

の
み
な
ら
ず

ト
そ

の
他

、
締
約
常
本
國
を
拘
束
す
る

若

干

の
・條
項
を
定
め
た

一
つ
の
国
際
協
定

の
性
質
を
持

つ
電

の

,

で
あ

る
o

・

、

ち

㌧

山

公

「
日
本
管
理
法
令

と
國
内
法
C
田
中
ご
郎

、
日
本
管
理
法
令
研

究
第
・一
巻

.
四
七
頁
、
・相
手
國
b

受
諾

を
條
件
と
し
た
軍
掲
行

・

↓
、

爲
と
い
畠

際
法
上
特
殊
の
鷲

〉
・;

壽

爵
・…

解

察

一
せ
も
,れ
偽
、

"

-

、

ぐ

考

陸
」戦
の
法
規
慣
例
に
關
す
る
規
則
第
三
六
條

「
休
職
は
交
題
者
、

在

の
合
意
を
以
て
作
戦
動
作
を
停
止
す
、

・

,
蹴

・

ポ
ツ
タ
ム
§

.
篭

項

に

、

4
、
ポ

ツ
タ

ム
宣
言

第
十

一
一項
、
猶
日
本

占
領

の
根
本
日
的

に
關

験

す
る
マ
・
了

サ
土

師
の
陛
下
軍
竃

指
令

三

塁

、

～

一
二
、
三
一〇

-
.

.

、

・

5

H
本

書
理
法
令
研
究
第

一
巻
法
令
解
説

`
降
伏
文
書

、
-高
野
離
一

一

'

'

.

一.
、

一
〇

一
頁
、

「
降

伏
文
書

は
普
通
休
職
僚
項
に
相
當

す
る
も

の
で
あ

る
が

、
、
,

本
文
書

は
ぽ

ッ
理
ム
宣
言
を
内
容
化
す

る
こ
と
に
よ
り
、
単
な

る
休
戦
條
項
の
域
を
遙
か
に
越
え
て
著
し
く
講
和
條
約
的
な
貴

賓
を
兼
ね
備
へ
て
い
る
O
・そ
の
織
で
は
講
和
文
書
と
い
わ
て
も
。
・

差
支
な
い
程
の
重
要
性
を
有
す
る
。]
、
,.猶
奉
賀
上
の
講
和
に
近

29

、

い
例
と
し
て
領
事
館
に
近
い
性
質
を
持
づ
た
在
外
再
勝
所
の
設

　

く

・

置
国
際
會
議

へ
の
出
席
許
可
等
が
繋
げ

ら
れ
る
、
、

6

直
接
に
は
休
戦
の
條
件
で
あ
る
が
、
同
時
に
占
領

に
つ
い
ピ
見

る
と
そ
の
内
容
の
條
件
と
も
な
る
、

7

一
九
四
五
年
六
月
五
日

「
ド
イ
ヅ
の
敗
北
及
び
ソ
英
佛
政
府
の

ド
イ
ツ
最
高
槽
力
掌
握
に
聞
す
る
宣
言

工
に
よ
り
四
国
政
府
は

ド
イ
ツ
政
府
ド
イ
ツ
軍
最
高
司
令
部
、
及
び
州
、
市
地
方
政
府

叉
は
政
糠
の
有
す
る

一
切
の
携
力
を
含
む
ド
イ
ツ
に
於
け
る
最

高
権
力
を
掌
握
し
た
。

、
、.

川

べ
8

・.後
述
参
照
。

(
三
)
特
殊
占
領
説
。

日
本
占
領
が
從
來

の
占
領

に
比
し
特
殊
な

竜

の
で

あ
る
こ
と
は
序
論

に
も
遠

べ
た
通
b
…で
あ
る
が
、
宙
《
に
如

、
何

な
る
黙

で
特
殊

で
あ
る
醇

を
検
討
し

て
見

た

い
。

.

ノ

、
③

先

づ
形
式
的

に
戦

時

の
占
領
で

あ
り
乍
ら
、
實
質

上
保
障

占
領

に
似

た
占
領

で
あ
る
顯
に
特
殊
性

を
有
す
る
こ
と
は
前
述
し

た
。

＼、

、
p㎡

'
,
・
-

.
・

・

②

次

に
日
本
占
領
は
全
部
占
領

で
あ
る

。
戦
時
占
領
も
保
障

-
.

占

領
も
従
来

は
殆
ん

ど

一
部
占
領
で

あ
り
、
.
全
部
古
領

は
征
服

の

前

階
梯

と
し
て
行
ぼ

れ
る
程
度

で
あ

つ
た
。

一
部
占
領

に
於

い
て

.

は
占
領

地
外

に
北
,占
領
地
域

が
あ
り
被

占
領
政
府
が
排
他
的
統
治

を
行
う
範
園
か
多
少
共
窪

し
、
占
領
理

謝
し
て
猶
猶
立
国
と

…

し
.で
の
型
態
を
猫
保

っ
て
い
る
の
に
劃
し
、
日
本
占
領
は
天
皇
及

び
日
本
政
府
自
賠
が
占
領
國

(
最
高
司
令
、官
)

の
下
に
置
か
れ
る

の
で
あ
つ
て
パ
.最
早

猫
立
国
と
は
云
ひ
得
な
い
。
ヒ

の
鷲
で
従
来
・

の
委
任
統
治
地
域
や
現
在
の
信
託
統
治
地
域
に
類
似
す
る
。

之
は
極
め
て
特
殊
な
瀦
乏
蚕
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

、

・

'



皿
翫
鶴
翼
器
竃
鑓
諺
ぽ繊維鐸

㌶
鰻
鱗
羅
瞬
間
↑籔
彬
巳

な
ら
ば
天
皇
及
び
日
本
政
府
は
完
全
に
連
合
國
最
高
司
本
官
の
下

に
置
か
れ
る
の
で
は
な

く
、

「
降
伏
條
碩
老
實
施
す
る
爲
避
雷
と

w
認
む
る
」
措
置
を
執
る
連
合
国
最
高
司
令
官
の
制
限
の
下
に
置
が
-

,れ
る
の
で
あ
る
。
日
本
國
の
主
権
は
こ
の
範
園
で
制
限
さ
れ
て
は

居
る
が
決
し
で
失
は
れ
て
居
る
の
で
は
な
熔
9
右
の
制
限
以
外
の

貼

に
つ

い
て
は
依
然
猫
自

の
統
治
櫨
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
主
要

な
も
の
は
講
和
條
約
締
結
権
○
の
外
に
純
國
内
的
事
項
が
之
に
顧
↑

叢

す
、る
。

(
軍
事
占
領
に
於
け
る
秩
序
維
持
に
・必
要
な
面
参
照
)

.
註

-

-

い

-

'

＼

㌦

:

,
。
、

'

.

ご

論

間

然
、し
最
も
根
源
的
な
事
項
は
占
領
目
的
自
賠
に
存
し
て
い

る
。
ポ
ツ
タ
ム
宣
言
に
示
さ
れ
た
目
的
が
謙
和
條
約
に
規
定
さ
れ

律

る
べ
き
事
項
を
含
ん
で
い
る
事
は
先
に
述
べ
売
が
更

に
阿
寒

最

(
一
)
軍
国
主
義

の
排
斥

、
戦
争
途
行
能
力

の
破
硫
と

.(
二
)
経

ぷ
き

、堅

化
言

違

.
湧

樹
山上と
一、
ふ
事
竃

で

,之

等
め
目

的
を

達
成

す
る
爲

に
は
從
來

の
占
領

の
様

に
戦
争
遂
行

「

'
の
挽
必
要
、
、秩
序
維

持
、
、乃
至

一
定

事
項
の
履

行
保
障
と
云
ふ
様

な

、範
閤
を
越
え

て
更

に
国
民
生
活

の
内
」都
追
山足
入

つ
七
命
令

、
監
督
-"

を
行
は
ね
ば
な
ら

蜘
。
之
が
右

侶

に
於

て
本
来
純
國
内
的
事
項

、

に
つ

い
て
は
日
本

政
府
が
猫
自

の
統
治
権
,を
有
す
べ
き
法

理
・に
拘

熟

ポ

、
そ
の
制
限

(
降
伏
條
項
部

ち
ポ
ツ
タ

ム
喜

量

地
)

の
爲

.

忙
無
實

化
し
、
全
く

全
面
的
、
「
管
理
」
の
下

に
立
っ

て
居

る
日
本

∵

居
る
が
そ
の
各
領
翌

旦
皇

霞

讃

は
殆
ん
三

般
塞

、
,

O
G
ピ氏
巴
、O
吟
ユ
窪

指
令

O
片
⑦
o
巳
く
Φ
・o
吟
o
o
碍
①
江
o
ロ
c◎
叶
U
¶

シ已
6
昆

く
。
麗
書

宮
窪

。
日

目

口
日

メ
ッ

セ
ー
ジ

者
。
㊤
㍑

恕

等

・何
等

か

の
形
式

に
よ

つ
て
連
合
國
の

指

示
を
受
け
殆

ん
ど
鍵
…革
が

、'

,爲

さ
れ

て
來
た
事
は
今
我

々
が
日
帝
栢
生
活

に
見
る
…如
く
で
あ
る
。
・ふ

以
下
立
法

、
行
政
、、
司
法

に
亙

っ
て
概
観

し
て
見

る
。
註
2

'

(
じ

立
法

、
亡
ぶ

に
立
法

と
は
国
民
を
直
接
拘
束
す
る
法
規
範

-
の
定
立

で
あ
ゐ
。
註
3

こ
の
面
か
ら
連
合

軍
が
明
ら
か
に
直
接

立
法

を
行

っ
た
例

と
し
て
は

一
般
命

令
第

」
「號
及
び
極
東
國
際
軍

」

,

事
裁
判
所
條
例

が
禦
げ
ら
起

る
。
ぞ

の
他

の
指
令

は
通
常

日
本
政

府

に
宛

て
ら
れ
た
も

の
廼

そ
め
性
質

に
關
し

て
疑

が
あ
る
が
昭
和

,

・ご

↓/年
勅
令
三

一
一
號

(
連
合
国
占
領
軍

の
占
領
目
的

に
有
害
な

ト

ば

爲
逼

す
る
虎
罰
に
聞
事
る
勅
令
)
に
よ
つ
で
襲

爵

最
高
司

..鵠
鈴
鏡
㎜
霧
露
胎鈴
繁
㌶
篇
酬ぴ
鷲

.

-
に
反
す
る
行
爲
、
及
び
・そ
の
指
令
を
履
行
す
る
爲
日
本
政
府
ゐ
褒

"

す
る
法
令
に
違
反
す
る
行
爲
)
を
占
領
目
的
に
有
害
な
行
爲
と
し

.

て
嚴
罰

に
慶
す
べ
き
旨
規
定
し
て
い
る
鮎
を
見
る
と
そ
の
範
囲
に

-
於
て
指
令
自
賠

一
σ
立
法
行
爲
と
解

し
得
百

事
は
な
い
。
然̀
し
そ

れ
ば
右
勅
令

と
い
ふ
日
本
政
府
の
立
法
行
爲
㎏
よ
つ
て
法
的
性
格

∵

を
與

く
ち
れ
た
も

の
で
あ
る
か
ら
厳
密

に
は
笹
接
立
法
と
呼
ざ

き

で

は
な

い
。

寧

ろ
そ

れ

は
特
殊

承

行
政
的

行
爲

で
あ
る

。
,註
4



、

そ

の
外

バ

日
本

國

内
法

は

日
本

國
憲

法

を

は
じ

め
主
要
法

律

は

殆

ん

ど
迎

合

國

の
指
令

に
江

っ

て
改

廃

さ
、れ

叉

さ

れ

つ

s
あ
る
・

謡

5
、
6

・

-

,

(
二
)
行
政
、
三

つ
の
國
家
作
用
中

景
も
漣
合
図
わ
,指
令
を
受
け

軍

事
、
政
治
、
経
済
、
肚
會
、
教
育

、
-
文
化
等

の
全
領

域

に
及
、び

事
渡
上

日
本

行
政
機
關

は
連
合
國
管
理

の
下
級
機
関

の
親
を
呈
す

,≠

,
る
。
然

し
外
形
的

に
は
間
接
管
理
で
あ
り
各
種

の
指
令

応
往

い
て

亀

撫

辮
耀
瀦
無

難

…鱗
⌒

在

保

し

て
い
る
。

す

(
三
)
司
法

、
司
・法

は
比
較
的
猫
自
性

を
認

め
ら
れ

て
い
る
が
軍

!

舗

義

塁

渠

量

さ
れ
墓

を
別
と
し
て
も
・
量

刑
甕

割

声

携

行
使
隠

す
る
三
つ
の
讐

に
よ
り
、
日
本
諸

所
の
覇

模

行
使

に
射
し
、
排
除

パ
監

督
を
ず

る
　旨
を
直
接

に
定

め
、
政
府

も
之

に
封
臆
す
る
命
令

を
鼓

し
た
。
こ
の
裁
判
権

の
排
除

に
ょ
・り

、

翌
質

上

山
時
的
な
,一
種

の
治
外
法
模
が
生
じ

、、
直
接
管

理
と
し

て

連
合
國
法
廷

に
よ
る
裁
判

が
行
は
れ
て
い
る
。
,・日
本
裁

判
所

は
管

-

轄

が
競
合
す
る
場
合

に
終
局
的
認
定
権
限
を
有

L
な

い̂
。
、叉

一
定

ノ

事
件

に
つ
い
て
迎
合
國
最
高
司
令
官
又

は
其

の
代
表
者

が
再
審

査

し
、
そ
の
結
果

裁
綱

の
愛
重
そ

の
他

必
要

な
措
置
が
取
ら
れ

る
ゆ

註
1

昭
和
ご
O
年
九
月
一
一十
二
日

米
國
初
期
の
当
日
方
針
、

「
日

ド

む

斑

"本
政
府
は
最
高
司
令
管
の
指
示
の
下
いに
園
内
事
項
に
蘭
し
て
通
・
、

-
,
摸

曇

漉
能
馨

便
す
る
.芝

審

義

る
。ケ

,
ひ

2

立

法

、

行

政

、

前

漢

の
爾

別

は

相

対

的

な

国

家

作

用

パ

分

類

で

あ

る

が

.
、此

庭

で

は

説

明

の
便

宜

上

こ

の
様

な
分

類

を

採

用

し

た

。

、

、

「

。
、

3

ボ

ツ
タ

∧
宣
言
受
諾

、
降
伏
文
書

、
'に
己

っ
て
日
本
酬

の
管
弦

.

穰

法
に
欝

が
生
じ
た
の
で
あ
る
竜

、
形
式
的
曇

法
親

を
ゐ
み
土
量
と
し
℃

「
憲
法
繧
よ
る
」

「
憲
法
の
上
に
あ
る
」

等
と
考

へ
る
事
は
思
惟
の
遊
戯
で
・あ
る
。
法
律
學
的
敷
力
説
的

な
見
地
か
ら
見
そ
も
日
本
に
行
は
れ
て
い
る
法
律
の
基
本
法
は

.

、藤
喉
文
婁

中
言

す
る
婁

的
嚢

な
の
で
あ
⇔
旨

木
回

パ

憲
法

と

い
ぶ
條
文
で
は
な
い
。

:

・

4

国
家
豫
愈

難
詰
五
七
巻

一
一
一號

一
.九
頁
、
田
中

ご
郎

「
行
政
穂

・
に
よ
る
立

法
に
つ
い
て
」

N

5

、
憲
法

の
改
正
.の
明
白
な
指
令

は
襲
ぜ
ら
れ
そ

居
な

い
が
、
昭
二

,

'
、
二
、
δ

、
ご

、
マ
元
讐

幣
誓

相
と
の
會
談
に
必
然
に
憲

法
改
.正
を
要
す

を
事
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
、叉
改
正
経
過
に
つ
い̂
、

一

,、

て
密
接
な

關
係

の
あ
つ
た
事
特

に
昭
和

二
二
、
一『

六
、
要
綱
…

・
-

謹
奏
當
時

の
項
情

・い
及
び

マ
師

の
聲
明
に
よ
つ
て
適
合
國

か
ら

指
令

の
あ

つ
た
亭
ば
明
白

で
あ
る
。
猶
佐
藤
功

「
憲
法
改
正
の

経
過
」

一
〇

二
頁
以
下
、

玲

ぺ

"

ゴ

"
憲
法
、
民
法

、
商
法

、㍗
刑
法

、'
刑
事
訴
訟

法
等

の
基
本
法
を
は

τ

じ

ぬ
各
種

の
特
別
法
全
般

に
亙
る
。

,

'以

上

述

べ
た
楳

に
日
本

占
領

ば

各
種

の
特
異

性

を

持

ち
、
特

に

㌦

國
内

事
・項

に

つ

い

て
造

立

入

っ
た

占
領

で

⑳
る
鮎

に
於

M
て
…從
來
一
,

ρ
占
領

と

は
類

を

異

に
し

て

い
る

。
・
そ

れ

は
次

の
理
,由

に
窪
く

も

'

の
占
考

へ
.ら

れ
ゐ

。
-

・
、

‥
,..
・

-



惚
"箪
杣
}離
離
㌶
羅
竃

㍊
霞
端
鷲
㍊
銑

争
遠
行
能
力

を
完
全

睡
除
去
す
る

必
要
'が
あ
る

こ
と
。

,

②

…戦
争
目
的
が
領
土

の
獲
得

よ
り

も
…貫
質
的
経
済
利
益

の
面
∵
.

に
移

っ
て
來
た

こ
と

ーノ

ー
.

.',-

∴

ぽ

右

に
件

っ
て
必
然

的

に
被
占
領

國
の
経
済
的

、
思

想
的
面

の
改
造

が
要
求
己さ
れ
る

ご
と
w
及

び

・

「

、
い

や

ノ

ヘ

ド

・④

第
二
章

に
述
べ
た
世
界
法
主
義
的
戦
箏
獺
…の
影
響

,
÷

ぽ

三

の
世
界
の
封
立

叢

こ
れ
か
ち
の
禦

に
は
掌

㌣

晋

曇

伴
う
も
の
と
考
ひ

ら

れ
る
。
之

に
封
ず

る
国
際
法
規

は
何
等
未

だ
確
立
さ
れ

て
居
な

論

い
が
、
豫
め
確
立

し
て
置
く
事
が

必
要
で
あ
る
。

∵

∴

、

、い

律

六

、
結

び

臨
'

以
上

に
よ

つ

て
占
領

に
一閲
す
る
拙
稿
を
閉

・ぢ
る
⇔

亡
の
問
題
が

.

法

現
在

の
日
本

に
取

っ
て
重
要
な
問
題
で
あ
る

に
拘

ら
す

、
研
究

の
.

不

充

分
な
爲

に
こ
の
程
度

の
素
描

に
止

っ
た
事
を
残
念

に
思

ふ
。

.
唯
研
究

は
此
虚

に
止
る

の
で
は
な
く

一
生

の
事
で
あ
る
。
.多
く

の

御
叱
正

に
よ

つ
て

一
層
霞
堤

の
…概
會
を
…得
、
叉
問
題

の
提
出

の
意

味
を
持
て
ば
幸
慮

ふ
。
謙
和
籍

が

盲

も
早
ぐ
成
立
し
ξ

の
占
領
が

一
日
も
早
く
終

了
す
る
事
を
望
ん
アで
筆

を
欄

く
。
.、

(
昭
二
ご
血
、

山ハ
、

一
、

醗
稿

)


